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   ○インフルエンザワクチンは，毎年接種する必要があります。 

   ○従来のワクチンと新型インフルエンザのワクチンが混合された， 

    ３価ワクチンの接種ができます。 
   ○全国民が対象です。優先接種者は定めていません。 

   ○費用は原則自己負担ですが，負担軽減措置を受けられる場合もあります。 

★詳しくは，お住まいの保健センターにお問い合わせください★ 

★他の人にうつさないために，咳エチケットも大切です★ 

予防のためには早めの予防接種が効果的です。 

１３歳未満の方は，おおむね４週間あけて， 

２回の接種が基本とされています。 

  家族みんなで感染予防 

予防接種の 

注意点 

 流行の季節がやってきます！！  


